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催
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査
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行
令
及
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一
九
四
九
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─
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又
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工
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中
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関
す
る
件
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送
付
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京
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府
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一
九
四
九
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─
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護
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務
課
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一
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九
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●〔
京
都
府
〕課
長
●
一
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付
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に
つ
い
て
●〔
京
都
府
〕課
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●
一
九
四
九
・
二
─
─
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優
生
保
護
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第
十
二
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並
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三
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に
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す
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工
妊
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絶
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報
告
に
つ
い
て
●〔
京
都
府
〕課
長
●
一
九
四
九
・
二
─
─
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優
生
保
護
法
に
規
定
す
る
地
区
優
生
保
護
委
員
会
業
務
月
別
報
告
様
式
制
定
に
つ
い
て
●〔
京
都
府
〕衛
生
部
長
●
一
九
四
九
・
二
─
─
22

優
生
保
護
法
第
十
三
条
の
人
工
妊
娠
中
絶
の
審
査
の
申
請
に
つ
い
て
●〔
京
都
府
〕課
長
●
一
九
四
九
・
二
─
─
23

産
児
制
限
の
件
●〔
京
都
府
〕●
一
九
四
九
・
二
─
─
24

地
区
優
生
保
護
委
員
会
業
務
月
報
々
告
に
つ
い
て
●〔
京
都
府
〕部
長
●
一
九
四
九
・
二
─
─
26

優
生
保
護
法
の
運
営
に
つ
い
て
伺〈
四
衛
第
一
二
五
九
号
〉●〔
京
都
府
〕部
長
●
一
九
四
九
・
三
─
─
27

優
生
保
護
法
施
行
規
則
第
七
条
第
三
項
の
戸
籍
謄
本
の
添
附
に
つ
い
て
●
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
庶
務
課
長
●
一
九
四
九
・
四
─
─
28

優
生
保
護
法
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
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解
釈
に
つ
い
て〈
衛
庶
発
一
一
六
号
〉●
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
庶
務
課
長
●
一
九
四
九
・
四
─
─
29

優
生
保
護
法
運
営
に
関
す
る
件
●〔
京
都
府
〕課
長
●
一
九
四
九
・
四
─
─
30



優
生
保
護
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
●〔
京
都
府
〕部
長
●
一
九
四
九
・
五
─
─
32

優
生
保
護
法
第
十
二
条
の
任
意
の
人
工
妊
娠
中
絶
の
届
出
に
つ
い
て
●〔
京
都
府
〕課
長
●
一
九
四
九
・
六
─
─
34

優
生
保
護
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
地
区
優
生
保
護
委
員
会
の
人
工
妊
娠
中
絶
の
審
査
状
況
に
関
す
る
報
告
に
つ
い
て
●〔
京
都
府
〕課
長
●
一
九
四
九
・
六
─
─
37

優
生
保
護
委
員
会
々
名
変
更
に
つ
い
て〈
第
四
六
六
四
号
〉●〔
京
都
府
〕部
長
●
一
九
四
九
・
六
─
─
38

〔
審
査
手
数
料
の
取
扱
い
に
つ
い
て
〕●
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
庶
務
課
長
●
一
九
四
九
・
六
─
─
41

優
生
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
施
行
に
関
す
る
件
●
厚
生
次
官
●
一
九
四
九
・
六
─
─
42

優
生
保
護
法
並
び
に
同
法
施
行
規
則
一
部
改
正
に
つ
い
て〈
四
衛
第
五
一
一
六
号
〉●〔
京
都
府
〕部
長
●
一
九
四
九
・
七
─
─
44

京
都
府
優
生
保
護
委
員
会
及
京
都
府
地
区
優
生
保
護
委
員
会
之
会
名
変
更
並
に
京
都
府
地
区
優
生
委
員
会
規
程
一
部
改
正
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
伺

　
●
課
長
●
一
九
四
九
・
七
─
─
46

地
区
優
生
保
護
審
査
会
の
審
査
状
況
並
び
に
諸
報
告
に
関
す
る
件
に
つ
い
て
●〔
京
都
府
〕課
長
●
一
九
四
九
・
七
─
─
50

優
生
保
護
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
月
報
に
関
す
る
件〈
衛
庶
第
一
九
一
号
〉●
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
庶
務
課
長
●
一
九
四
九
・
八
─
─
52

優
生
保
護
法
第
十
四
条
に
基
く
適
否
決
定
通
知
並
其
の
他
の
取
扱
に
つ
い
て
●〔
京
都
府
〕課
長
●
一
九
四
九
・
八
─
─
56

優
生
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
施
行
に
関
す
る
件〈
二
四
母
衛
第
五
六
〇
〇
号
〉●〔
神
奈
川
県
〕衛
生
部
長
●
一
九
四
九
・
八
●〈
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
〉─
─
58

優
生
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
施
行
に
関
す
る
件
伺〈
四
衛
第
七
二
七
四
号
〉●〔
京
都
府
〕部
長
●
一
九
四
九
・
八
─
─
60

優
生
保
護
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
優
生
結
婚
相
談
所
の
運
営
に
つ
い
て
●
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
長
／
厚
生
省
医
務
局
長
●
一
九
四
九
・
一
〇
─
─
63

強
制
優
生
手
術
実
施
の
手
段
に
つ
い
て〈
法
務
府
法
意
－
発
第
62
号
〉●〔
法
制
第
一
局
長
〕●
一
九
四
九
・
一
〇
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
64

優
生
保
護
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
強
制
優
生
手
術
の
実
施
に
つ
い
て〈
衛
発
第
一
〇
七
七
号
〉●
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
長
●
一
九
四
九
・
一
〇
─
─
65

優
生
保
護
法
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
経
済
的
理
由
に
よ
り
母
体
の
健
康
を
著
し
く
害
す
る
虞
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
人
工
妊
娠
中
絶
を
行
ふ
場
合
の

　

認
定
手
続
に
つ
い
て
伺
●〔
京
都
府
〕部
長
●
一
九
四
九
・
一
〇
─
─
66

優
生
結
婚
相
談
所
類
似
機
関
の
取
扱
に
つ
い
て
●〔
京
都
府
〕部
長
●
一
九
四
九
・
一
〇
─
─
68

優
生
保
護
法
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
医
師
の
意
見
書
の
様
式
に
つ
い
て
●〔
京
都
府
〕部
長
●
一
九
四
九
・
一
二
─
─
70

奈
良
県
優
生
保
護
審
査
会
内
規
制
定
に
つ
い
て
●
衛
生
部
長
●
一
九
四
九
・
一
二
●〈
奈
良
県
〉─
─
72

優
生
保
護
法
第
二
条
の
優
生
手
術
に
つ
い
て
●〔
京
都
府
〕部
長
●
一
九
四
九
・
一
二
─
─
74

優
生
手
術
申
請
受
理
に
つ
い
て
●
奈
良
県
優
生
保
護
審
査
会
●〔
一
九
五
〇
〕●〈
奈
良
県
〉─
─
77

奈
良
県
優
生
保
護
審
査
会
開
催
の
件
●
委
員
長
●
一
九
五
〇
・
一
●〈
奈
良
県
〉─
─
78

優
生
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
施
行
に
つ
い
て
中
の
妊
娠
の
継
続
又
は
分
娩
の
経
費
の
認
定
に
つ
い
て
●〔
京
都
府
〕部
長
●
一
九
五
〇
・
一
─
─
81



〔
奈
良
県
優
生
保
護
審
査
会
委
員
の
任
命
内
申
に
つ
い
て
〕●
委
員
長
●
一
九
五
〇
・
一
●〈
奈
良
県
〉─
─
83

優
生
手
術
に
つ
い
て
の
意
見
書
提
出
に
つ
い
て
●
奈
良
県
優
生
保
護
審
査
会
●
一
九
五
〇
・
一
●〈
奈
良
県
〉─
─
84

〔
□
□
〕氏
に
対
す
る
優
生
手
術
の
審
査
に
つ
い
て
●
奈
良
県
優
生
保
護
審
査
会
●
一
九
五
〇
・
一
●〈
奈
良
県
〉─
─
85

健
康
保
険
に
お
け
る
任
意
の
優
生
手
術
及
び
人
工
妊
娠
中
絶
の
保
険
給
付
に
つ
い
て〈
第
四
三
二
六
号
〉●〔
京
都
府
〕部
長
●
一
九
五
〇
・
五
─
─
99

優
生
保
護
法
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
経
済
的
理
由
に
対
す
る
民
生
委
員
の
意
見
書
の
様
式
に
つ
い
て
伺〈
第
五
四
六
六
号
〉●〔
京
都
府
〕部
長
●
一
九
五
〇
・
八
─
─
100

優
生
保
護
法
第
四
条
の
規
定
に
基
く
優
生
手
術
適
否
申
請
書
の
経
由
依
頼
に
つ
い
て
●〔
京
都
府
〕部
長
●
一
九
五
〇
・
八
─
─
104

第
三
国
人
の
優
生
保
護
法
適
用
に
つ
い
て
●〔
北
海
道
〕部
長
●
一
九
五
〇
・
九
●〈
北
海
道
〉─
─
107

外
国
人
に
対
す
る
優
生
保
護
法
適
用
の
疑
義
に
つ
い
て（
八
月
二
十
四
日
公
保
第
二
五
五
七
号
に
よ
る
照
会
に
対
す
る
回
答
）〈
衛
庶
第
九
十
三
号
〉●
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
庶
務
課
長

　
●
一
九
五
〇
・
九
●〈
北
海
道
〉─
─
108

地
区
優
生
保
護
審
査
会
の
審
査
手
数
料
に
つ
い
て〈
衛
発
第
七
八
三
号
〉●
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
長
●
一
九
五
〇
・
一
〇
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
109

優
生
保
護
法
第
十
二
条
に
よ
る
指
定
医
師
の
選
定
標
準
に
つ
い
て
●〔
京
都
府
〕部
長
●
一
九
五
〇
・
一
〇
─
─
113

優
生
保
護
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て〈
第
八
〇
二
一
号
〉●〔
京
都
府
〕部
長
●
一
九
五
〇
・
一
一
─
─
115

優
生
保
護
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て〈
二
五
母
乙
第
三
二
一
四
号
〉●〔
神
奈
川
県
〕衛
生
部
長
●
一
九
五
〇
・
一
二
●〈
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
〉─
─
116

精
神
薄
弱
児
に
対
す
る
強
制
優
生
手
術
に
つ
い
て
●〔
北
海
道
〕民
生
部
長
／
衛
生
部
長
●
一
九
五
一
・
七
●〈
北
海
道
〉─
─
117

人
工
妊
娠
中
絶
術
に
係
る
保
険
診
療
の
取
扱
に
つ
い
て〈
給
収
第
八
六
三
号
〉●
京
都
府
民
生
部
保
険
課
長
●
一
九
五
一
・
一
〇
─
─
119

北
海
道
精
神
衛
生
白
書
●
北
海
道
●
一
九
五
一
・
一
二
●〈
北
海
道
立
文
書
館
〉─
─
120

地
区
優
生
保
護
審
査
会
委
員
委
嘱
承
諾
方
に
つ
い
て〔
第
一
一
五
号
〕●〔
北
海
道
〕知
事
●
一
九
五
二
・
一
●〈
北
海
道
〉─
─
140

優
生
保
護
法
届
出
月
報
に
つ
い
て〔
一
月
分
・
抄
〕● 〔
千
葉
県
〕衛
生
部
長
●
一
九
五
二
・
二
●〈
千
葉
県
文
書
館
〉─
─
141

優
生
保
護
法
に
よ
る
届
出
月
報
に
つ
い
て〔
二
月
分
・
抄
〕● 〔
千
葉
県
〕衛
生
部
長
●
一
九
五
二
・
三
●〈
千
葉
県
文
書
館
〉─
─
148 

優
生
保
護
法
の
一
部
改
正
に
つ
い
て〈
衛
庶
第
三
四
号
〉●
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
庶
務
課
長
●
一
九
五
二
・
三
●〈
北
海
道
〉─
─
151

優
生
保
護
法
の
一
部
改
正
に
つ
い
て〈
二
七
保
健
第
四
一
一
号
〉●
神
奈
川
県
衛
生
部
長
●
一
九
五
二
・
五
●〈
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
〉─
─
154

優
生
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
つ
い
て〈
衛
発
第
六
〇
〇
号
〉●
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
長
●
一
九
五
二
・
七
─
─
158

優
生
保
護
法
関
係
法
令
通
牒
●
神
奈
川
県
●
一
九
五
二
・
七
●〈
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
〉─
─
160

優
生
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
つ
い
て〈
厚
生
省
発
衛
第
一
三
二
号
〉●
厚
生
事
務
次
官
●
一
九
五
二
・
七
─
─
179

優
生
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
つ
い
て〈
厚
生
省
発
衛
第
一
三
二
号
〉●
厚
生
事
務
次
官
●
一
九
五
二
・
七
─
─
181

優
生
保
護
法
第
二
十
五
条
の
届
出
及
び
統
計
の
実
施
に
つ
い
て〈
衛
発
第
六
六
五
号
〉●
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
長
／
厚
生
省
大
臣
官
房
統
計
調
査
部
長
●
一
九
五
二
・
七
─
─
183



改
正
優
生
保
護
関
係
例
規
集
●
北
海
道
衛
生
部
保
健
指
導
課
●
一
九
五
二
・
七
●〈
北
海
道
〉─
─
184

優
生
保
護
法
第
二
十
五
条
の
届
出
に
つ
い
て〈
第
七
一
九
二
号
〉●〔
京
都
府
〕部
長
●
一
九
五
二
・
八
─
─
204

避
妊
用
器
具
薬
品
等
の
見
本
送
付
に
つ
い
て〈
衛
庶
第
一
一
八
号
〉●
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
庶
務
課
長
●
一
九
五
二
・
八
─
─
206

地
方
公
共
団
体
手
数
料
令
の
改
正
に
つ
い
て〈
衛
庶
第
一
二
〇
号
〉●
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
庶
務
課
長
●
一
九
五
二
・
八
─
─
207

優
生
手
術
に
か
か
る
遺
伝
調
査
要
領
に
つ
い
て〈
二
七
保
指
第
一
二
〇
九
号
〉●〔
北
海
道
〕保
健
指
導
課
長
●
一
九
五
二
・
九
●〈
北
海
道
〉─
─
209

昭
和
二
十
六
年
度
優
生
手
術
委
託
費
及
び
都
道
府
県
優
生
保
護
審
査
会
補
助
金
の
精
算
に
つ
い
て
●〔
兵
庫
県
〕知
事
●
一
九
五
二
・
九
●〈
兵
庫
県
〉─
─
211

受
胎
調
節
実
地
指
導
員
の
調
節
用
器
具
並
び
に
薬
品
の
斡
旋
取
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方
に
つ
い
て〈
第
八
五
八
七
号
〉●〔
京
都
府
〕知
事
●
一
九
五
二
・
九
─
─
213

受
胎
調
節
実
地
指
導
員
の
指
定
等
に
つ
い
て〈
二
七
保
健
第
一
四
四
五
号
〉●
神
奈
川
県
衛
生
部
長
●
一
九
五
二
・
一
一
●〈
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
〉─
─
215

京
都
府
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方
優
生
審
査
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廃
止
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つ
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て
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都
府
〕知
事
●
一
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五
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─
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保
護
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出
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つ
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〉●〔
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人
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妊
娠
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五
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生
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長
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一
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五
二
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方
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部
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令
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号
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一
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五
二
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223

優
生
保
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法
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一
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五
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224
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道
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●
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務
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五
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優
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護
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●〈
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
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護
法
の
施
行
に
つ
い
て〈
二
八
保
健
第
九
八
〇
号
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五
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五
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娠
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娠
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岡
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─
313
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四
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─
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生
保
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娠
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付
に
つ
い
て〈
二
九
旭
発
第
八
四
号
〉●
北
海
道
旭
川
保
健
所
長
●
一
九
五
四
・
八
●〈
北
海
道
〉─
─
317

審
査
を
要
件
と
す
る
優
生
手
術
の
実
施
状
況
並
び
に
実
施
計
画
調
査
に
つ
い
て〈
十
衛
第
六
〇
号
〉●〔
京
都
府
〕部
長
●
一
九
五
四
・
一
二
─
─
318



［
第
２
巻　

目
次
］

資
料
名
●
発
行
●
発
行
年
月
●〈
所
蔵
機
関（
記
載
の
な
い
も
の
は
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
）〉 ─
─ 

復
刻
版
ペ
ー
ジ

＊
資
料
名
、
発
行
所
、
発
行
年
月
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
内
容
か
ら
類
推
し
、〔　
　

〕で
補
充
し
た
。

精
神
障
害
者
等
に
対
す
る
優
生
手
術
の
実
施
方
に
つ
い
て〈
第
四
五
二
号
〉●〔
京
都
府
〕部
長
●
一
九
五
五
・
一
●〈
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館

―
以
下
記
載
の
な
い
も
の
は
す
べ
て
同
館
所
蔵
〉─
─
１

審
査
を
要
件
と
す
る
優
生
手
術
の
実
施
の
推
進
に
つ
い
て
●〔
千
葉
県
〕衛
生
部
●
一
九
五
五
・
一
●〈
千
葉
県
文
書
館
〉─
─
８

優
生
保
護
法
第
二
十
三
条
に
関
す
る
疑
義
に
つ
い
て〈
第
五
八
二
号
〉●〔
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〉●〔
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／
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付
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〉●〔
京
都
府
〕衛
生
部
長
●
一
九
五
六
・
四
─
─
76

優
生
保
護
相
談
所
の
名
称
の
改
正
に
つ
い
て〈
一
公
第
七
六
一
号
〉●〔
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〉●〔
京
都
府
〕知
事
●
一
九
五
六
・
七
─
─
79

優
生
保
護
審
査
会
に
お
け
る
審
査
に
関
す
る
疑
義
に
つ
い
て（
照
会
）〈
三
一
衛
第
一
二
四
八
号
〉●
岩
手
県
知
事
●
一
九
五
六
・
八
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
80

優
生
保
護
審
査
会
に
お
け
る
審
査
に
関
す
る
疑
義
に
つ
い
て（
回
答
）●
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
長
●
一
九
五
六
・
八
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
81

昭
和
三
十
一
年
度
優
生
保
護
相
談
事
業
等
事
業
計
画
及
び
予
算
措
置
の
提
出
に
つ
い
て〈
一
公
第
一
二
〇
九
号
〉●〔
京
都
府
〕衛
生
部
長
●
一
九
五
六
・
八
─
─
83

〔『
家
族
計
画
第
一
歩
』の
案
内
〕●
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
企
画
課
長
●
一
九
五
六
・
一
〇
─
─
85

〔
優
生
手
術
費
交
付
金
の
交
付
決
定
に
つ
い
て
〕●
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
精
神
衛
生
課
長
●
一
九
五
六
・
一
一
─
─
94



第
四
回
関
東
地
区
優
生
保
護
研
究
会
レ
ポ
ー
ト
送
付
に
つ
い
て〈
公
衛
号
外
〉●
栃
木
県
衛
生
部
長
●
一
九
五
六
・
一
一
─
─
95

昭
和
三
十
一
年
度
優
生
手
術
事
業
遂
行
状
況
の
調
査
に
つ
い
て〈
二
公
第
七
八
号
〉●〔
京
都
府
〕知
事
●
一
九
五
七
・
二
─
─
106

優
生
保
護
法
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
医
師
以
外
の
医
師
に
よ
る
人
工
妊
娠
中
絶
の
実
施
に
つ
い
て
●〔
京
都
府
〕部
長
●
一
九
五
七
・
三
─
─
109

昭
和
三
十
二
年
度
家
族
計
画
関
係
の
予
算
状
況
の
提
出
に
つ
い
て〈
二
公
第
二
一
三
号
〉●〔
京
都
府
〕衛
生
部
長
●
一
九
五
七
・
三
─
─
115

人
工
妊
娠
中
絶
危
害
防
止
補
助
規
程
の
廃
止
に
つ
い
て〈
三
二
予
第
三
二
三
号
〉●
神
奈
川
県
衛
生
部
長
●
一
九
五
七
・
三
●〈
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
〉─
─
117

精
神
薄
弱
児 
青
少
年
指
導
指
針
８〔
抄
〕●
宮
城
県
青
少
年
問
題
協
議
会
●
一
九
五
七
・
三
●〈
宮
城
県
図
書
館
〉─
─
119

宮
城
県
精
神
薄
弱
児
福
祉
協
会
趣
意
書
ち
え
お
く
れ
の
子
を
し
あ
わ
せ
に
す
る
し
ご
と
の
か
ん
が
え
●〔
一
九
五
七
〕●〈
宮
城
県
公
文
書
館
〉─
─
134

ブ
ロ
ッ
ク
別
家
族
計
画
主
管
課
長
会
議
の
開
催
に
つ
い
て〈
衛
発
第
二
六
三
号
〉●
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
長
●
一
九
五
七
・
四
─
─
138

〔
優
生
手
術
の
啓
蒙
努
力
を
要
請
〕●
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
精
神
衛
生
課
長
●
一
九
五
七
・
四
─
─
151

ブ
ロ
ッ
ク
別
家
族
計
画
主
管
課
長
会
議
並
び
に
近
畿
地
区
優
生
保
護
研
究
会
の
出
席
に
つ
い
て
●〔
京
都
府
〕部
長
●
一
九
五
七
・
四
─
─
152

昭
和
三
十
二
年
度
第
一
回
大
分
県
優
生
保
護
審
査
会
議
事
録
ほ
か
●
一
九
五
七
・
五
●〈
大
分
県
公
文
書
館
〉─
─
154

優
生
保
護
法
第
十
七
条
第
三
項
に
基
く
優
生
保
護
審
査
会
の
委
員
数
に
つ
い
て（
回
答
）〈
二
公
第
七
九
三
号
〉●〔
京
都
府
〕部
長
●
一
九
五
七
・
六
─
─
156

契
約
書
●〔
北
海
道
〕市
立
江
別
国
保
病
院
長
／
江
別
市
長
●
一
九
五
七
・
八
●〈
北
海
道
〉─
─
158

委
任
状
●〔
北
海
道
〕釧
路
市
長
●
一
九
五
七
・
八
●〈
北
海
道
〉─
─
159

優
生
手
術
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て〈
三
二
保
予
第
一
五
八
二
号
〉●〔
北
海
道
〕衛
生
部
長
●
一
九
五
七
・
八
●〈
北
海
道
〉─
─
160

受
胎
調
節
特
別
普
及
事
業
の
実
施
に
つ
い
て（
通
知
）〈
二
予
第
一
四
三
七
号
〉●
神
奈
川
県
衛
生
部
長
●
一
九
五
七
・
九
●〈
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
〉─
─
166

優
生
手
術
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て〈
三
二
保
予
第
一
五
八
二
号
の
２
〉●〔
北
海
道
〕保
健
予
防
課
長
●
一
九
五
七
・
九
●〈
北
海
道
〉─
─
175

昭
和
三
十
二
年
度
第
二
回
大
分
県
優
生
保
護
審
査
会
議
事
録
ほ
か
●
一
九
五
七
・
九
●〈
大
分
県
公
文
書
館
〉─
─
176

昭
和
三
十
一
年
度
優
生
保
護
費
実
績
調
査
に
つ
い
て〈
二
公
第
一
〇
九
〇
号
〉●〔
京
都
府
〕部
長
●
一
九
五
七
・
一
〇
─
─
179

家
族
計
画
普
及
促
進
大
会
開
催
に
つ
い
て
●
大
阪
市
衛
生
局
医
務
課
普
及
係
●
一
九
五
七
・
一
〇
─
─
181

優
生
手
術
申
請
書
受
理
通
知
に
つ
い
て〈
二
公
第
一
六
五
四
／
一
六
五
五
号
〉●
京
都
府
優
生
保
護
審
査
会
●
一
九
五
七
・
一
〇
─
─
182

優
生
手
術
の
実
施
に
つ
い
て〈
三
二
公
号
外
〉●
福
島
県
厚
生
部
長
●
一
九
五
七
・
一
〇
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
206

第
二
回
家
族
計
画
普
及
全
国
大
会
出
席
者
の
宿
泊
施
設
あ
っ
旋
に
つ
い
て
●
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
企
画
課
長
●
一
九
五
七
・
一
一
─
─
207

昭
和
三
十
二
年
度
第
三
回
大
分
県
優
生
保
護
審
査
会
議
事
録
ほ
か
●
大
分
県
優
生
保
護
審
査
会
●
一
九
五
七
・
一
二
●〈
大
分
県
公
文
書
館
〉─
─
211

優
生
手
術
申
請
書
受
理
通
知
に
つ
い
て〈
三
公
第
一
〇
五
号
〉●
京
都
府
優
生
保
護
審
査
会
●
一
九
五
八
・
一
─
─
214

昭
和
三
十
二
年
度
優
生
手
術
事
業
遂
行
状
況
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て〈
三
公
第
一
九
六
号
〉●〔
京
都
府
〕知
事
●
一
九
五
八
・
二
─
─
220



優
生
手
術
申
請
書
受
理
通
知
に
つ
い
て〈
三
公
第
一
九
七
号
〉●
京
都
府
優
生
保
護
審
査
会
●
一
九
五
八
・
二
─
─
223

優
生
手
術
申
請
書
●〔
京
都
府
〕●
一
九
五
八
・
二
─
─
230

優
生
保
護
審
査
会
議
事
録
●
山
口
県
優
生
保
護
審
査
会
●
一
九
五
八
・
三
●〈
山
口
県
〉─
─
233

〔
優
生
保
護
審
査
会
審
査
資
料 

昭
和
三
十
三
年
三
月
〕〔
抜
〕●
大
分
県
優
生
保
護
審
査
会
●
一
九
五
八
・
三
●〈
大
分
県
公
文
書
館
〉─
─
236

優
生
保
護
法
第
四
条
の
優
生
手
術
実
施
申
請
に
つ
い
て
調
査
方
依
頼〈
三
公
第
三
三
六
／
三
三
九
号
〉●
京
都
府
優
生
保
護
審
査
会
●
一
九
五
八
・
四
─
─
238

優
生
保
護
法
第
五
条
に
基
く
優
生
手
術
実
施
医
指
定
通
知
に
つ
い
て〈
三
公
第
三
三
六
／
三
三
九
号
〉●
京
都
府
優
生
保
護
審
査
会
●
一
九
五
八
・
六
─
─
255

優
生
保
護
法
第
五
条
に
基
く
優
生
手
術
実
施
医
指
定
通
知
に
つ
い
て〈
三
公
第
一
九
七
号
〉●
京
都
府
優
生
保
護
審
査
会
●
一
九
五
八
・
六
─
─
261

優
生
手
術
申
請
書
受
理
通
知
に
つ
い
て〈
三
公
第
九
七
六
号
〉●
京
都
府
優
生
保
護
審
査
会
●
一
九
五
八
・
七
─
─
266

優
生
手
術（
法
第
四
条
・
第
十
二
条
）遺
伝
歴
調
査
に
つ
い
て〈
三
三
保
予
第
一
五
八
九
号
〉●〔
北
海
道
〕衛
生
部
長
●
一
九
五
八
・
七
●〈
北
海
道
〉─
─
273

府
優
生
保
護
審
査
会
開
催
に
つ
い
て
●
京
都
府
優
生
保
護
審
査
会
●
一
九
五
八
・
八
─
─
275

優
生
保
護
審
査
会
資
料
に
つ
い
て
●〔
京
都
府
〕●
一
九
五
八
・
八
─
─
277

山
口
県
優
生
保
護
審
査
会
議
事
録
●
一
九
五
八
・
九
●〈
山
口
県
〉─
─
281

優
生
手
術
に
つ
い
て
●
京
都
府
優
生
保
護
審
査
会
●
一
九
五
八
・
九
─
─
286

優
生
保
護
審
査
会
提
出
資
料
に
つ
い
て
●〔
京
都
府
〕●
一
九
五
八
・
九
─
─
291

優
生
手
術
適
否
決
定
通
知
に
つ
い
て
●
京
都
府
優
生
保
護
審
査
会
●
一
九
五
八
・
九
─
─
295

優
生
手
術
に
か
か
る
遺
伝
歴
調
査
に
つ
い
て〈
三
公
第
一
三
一
八
号
〉●〔
京
都
府
〕部
長
●
一
九
五
八
・
九
─
─
308

優
生
手
術
に
つ
い
て
●
京
都
府
優
生
保
護
審
査
会
●
一
九
五
八
・
九
─
─
311

市
立
釧
路
総
合
病
院
条
例
●〔
北
海
道
〕市
立
釧
路
総
合
病
院
長
●
一
九
五
八
・
一
〇
●〈
北
海
道
〉─
─
315

外
国
人
の
本
邦
に
お
け
る
優
生
手
術
等
に
関
す
る
照
会
の
件〈
ト
第
二
三
四
号
公
信
写
〉●
ト
ロ
ン
ト
領
事
●
一
九
五
八
・
一
〇
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
316

〔
外
国
人
の
優
生
手
術
等
〕●
外
務
省
情
報
文
化
局
長
事
務
代
理
●
一
九
五
八
・
一
〇
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
317

優
生
手
術
に
つ
い
て
●
京
都
府
優
生
保
護
審
査
会
●
一
九
五
八
・
一
一
─
─
318

優
生
手
術
適
否
決
定
通
知
に
つ
い
て〈
三
公
第
一
六
二
八
号
〉●〔
京
都
府
〕●
一
九
五
八
・
一
一
─
─
321

〔「
外
国
人
の
本
邦
に
お
け
る
優
生
手
術
等
に
関
す
る
照
会
の
件
」へ
の
回
答
〕●
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
精
神
衛
生
課
長
●
一
九
五
八
・
一
一
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
325

優
生
手
術（
法
第
四
条
・
第
十
二
条
）遺
伝
歴
調
査
に
つ
い
て〈
三
三
保
予
第
一
五
八
九
号
の
二
〉●〔
北
海
道
〕衛
生
部
長
●
一
九
五
八
・
一
一
●〈
北
海
道
〉─
─
326

優
生
手
術
に
つ
い
て
●
京
都
府
優
生
保
護
審
査
会
●
一
九
五
八
・
一
二
─
─
327

優
生
保
護
審
査
会
提
出
資
料
に
つ
い
て
●〔
京
都
府
〕●
一
九
五
八
・
一
二
─
─
330



優
生
保
護
審
査
会
提
出
資
料
に
つ
い
て
●〔
京
都
府
〕●
一
九
五
八
・
一
二
─
─
332

優
生
手
術
適
否
決
定
通
知
に
つ
い
て〔
Ｋ
〕●〔
京
都
府
〕部
長
●
一
九
五
八
・
一
二
─
─
335

優
生
手
術
適
否
決
定
通
知
に
つ
い
て〔
Ｉ
〕●〔
京
都
府
〕部
長
●
一
九
五
八
・
一
二
─
─
338



［
第
３
巻　

目
次
］

資
料
名
●
発
行
●
発
行
年
月
●〈
所
蔵
機
関（
記
載
の
な
い
も
の
は
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
）〉 ─
─
復
刻
版
ペ
ー
ジ

＊
資
料
名
、
発
行
所
、
発
行
年
月
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
内
容
か
ら
類
推
し
、〔　
　

〕で
補
充
し
た
。

家
族
計
画
特
別
普
及
事
業
に
お
け
る「
そ
の
他
の
者
」に
対
す
る
器
具
、
薬
品
の
無
料
配
布
の
制
限
に
つ
い
て〈
三
四
予
第
一
八
号
〉●〔
神
奈
川
県
〕衛
生
部
長
●
一
九
五
九
・
一

　
●〈
神
奈
川
県
立
公
文
書
館

―
以
下
記
載
の
な
い
も
の
は
す
べ
て
同
館
所
蔵
〉─
─
1

山
口
県
優
生
保
護
審
査
会
議
事
録
●
一
九
五
九
・
三
●〈
山
口
県
〉─
─
２

優
生
保
護
法
第
十
五
条
第
二
項
の
講
習
の
認
定
に
つ
い
て〈
三
四
予
第
三
一
七
号
〉●
神
奈
川
県
衛
生
部
長
●
一
九
五
九
・
三
─
─
６

昭
和
三
十
四
年
度
事
業
計
画
書
●
宮
城
県
精
神
薄
弱
児
福
祉
協
会
●〔
一
九
五
九
・
三
〕●〈
宮
城
県
公
文
書
館
〉─
─
７

優
生
保
護
法
に
基
く
優
生
手
術
の
実
施
と
こ
れ
に
伴
う
費
用
の
請
求
支
払
等
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て〈
三
四
保
予
第
二
〇
四
〇
号
〉●〔
北
海
道
〕衛
生
部
長
●
一
九
五
九
・
九
●〈
北
海
道
〉─
─
９

昭
和
35
年
度
第
1
回
優
生
保
護
審
査
会
議
事
録
ほ
か
●
大
分
県
優
生
保
護
審
査
会
●
一
九
六
〇
・
七
●〈
大
分
県
公
文
書
館
〉─
─
11

昭
和
35
年
度
第
2
回
優
生
保
護
審
査
会
議
事
録
ほ
か
●
大
分
県
優
生
保
護
審
査
会
●
一
九
六
〇
・
一
〇
●〈
大
分
県
公
文
書
館
〉─
─
31

優
生
保
護
法
に
関
す
る
疑
義
に
つ
い
て（
照
会
）〈
衛
発
第
１
０
８
４
号
〉●
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
長
●
一
九
六
〇
・
一
〇
●〈
宮
城
県
〉─
─
35

優
生
保
護
法
の
一
部
改
正
に
関
す
る
予
想
質
問
答
弁
資
料
●〔
一
九
六
〇
〕●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
36

昭
和
35
年
度
第
3
回
優
生
保
護
審
査
会
議
事
録
ほ
か
●
大
分
県
優
生
保
護
審
査
会
●
一
九
六
一
・
二
●〈
大
分
県
公
文
書
館
〉─
─
43

山
口
県
優
生
保
護
審
査
会
議
事
録
●
一
九
六
一
・
二
●〈
山
口
県
〉─
─
47

昭
和
35
年
度
第
4
回
優
生
保
護
審
査
会
議
事
録
ほ
か
●
大
分
県
優
生
保
護
審
査
会
●
一
九
六
一
・
三
●〈
大
分
県
公
文
書
館
〉─
─
50

優
生
手
術
及
び
人
工
妊
娠
中
絶
報
告
関
係
通
知
集
●
厚
生
省
大
臣
官
房
統
計
調
査
部
●
一
九
六
一
・
四
●〈
北
海
道
〉─
─
52

山
口
県
優
生
保
護
審
査
会
議
事
録
●
一
九
六
二
・
三
●〈
山
口
県
〉─
─
54

優
生
手
術
に
も
と
ず
く
家
系
調
査
依
頼
な
ら
び
に
申
請
書
受
理
通
知
書
の
送
付
に
つ
い
て
●
神
奈
川
県
優
生
保
護
審
査
会
委
員
長
●
一
九
六
二
・
四
─
─
58

県
優
生
保
護
審
査
会
開
催
に
つ
い
て〈
37
優
審
第
19
号
〉●
神
奈
川
県
優
生
保
護
審
査
会
委
員
長
●
一
九
六
二
・
四
─
─
85

優
生
手
術
実
施
に
と
も
な
う
通
知
書
の
送
付
に
つ
い
て
●
神
奈
川
県
優
生
保
護
審
査
会
●
一
九
六
二
・
四
─
─
86

優
生
手
術
に
も
と
ず
く
家
系
調
査
依
頼
な
ら
び
に
申
請
書
受
理
通
知
書
の
送
付
に
つ
い
て
●
神
奈
川
県
優
生
保
護
審
査
会
委
員
長
●
一
九
六
二
・
五
─
─
97

県
優
生
保
護
審
査
会
開
催
に
つ
い
て〈
37
優
審
第
28
号
〉●
神
奈
川
県
優
生
保
護
審
査
会
委
員
長
●
一
九
六
二
・
六
─
─
122

〔
宮
城
県
中
央
優
生
保
護
相
談
所
附
属
診
療
所
〕●
宮
城
県
中
央
優
生
保
護
相
談
所
●
一
九
六
二
・
六
●〈
宮
城
県
〉─
─
123

優
生
手
術
実
施
に
と
も
な
う
通
知
書
の
送
付
に
つ
い
て
●
神
奈
川
県
優
生
保
護
審
査
会
●
一
九
六
二
・
六
─
─
124

優
生
手
術
に
も
と
ず
く
家
系
調
査
の
依
頼
及
び
申
請
書
受
理
通
知
書
の
送
付
に
つ
い
て
●
神
奈
川
県
優
生
保
護
審
査
会
委
員
長
●
一
九
六
二
・
七
─
─
132



県
優
生
保
護
審
査
会
開
催
に
つ
い
て〈
37
優
審
第
35
号
〉●
神
奈
川
県
優
生
保
護
審
査
会
委
員
長
●
一
九
六
二
・
八
─
─
147

優
生
手
術
実
施
に
と
も
な
う
通
知
書
の
送
付
に
つ
い
て
●
神
奈
川
県
優
生
保
護
審
査
会
●
一
九
六
二
・
八
─
─
148

契
約
書
●
北
海
道
知
事
●
一
九
六
二
・
九
●〈
北
海
道
〉─
─
155

優
生
手
術
に
も
と
ず
く
家
系
調
査
の
依
頼
及
び
申
請
書
受
理
通
知
書
の
送
付
に
つ
い
て
●
神
奈
川
県
優
生
保
護
審
査
会
委
員
長
●
一
九
六
二
・
九
─
─
157

県
優
生
保
護
審
査
会
開
催
に
つ
い
て〈
37
優
審
第　

号
〉●
神
奈
川
県
優
生
保
護
審
査
会
委
員
長
●
一
九
六
二
・
一
〇
─
─
169

〝
愛
の
十
万
人
県
民
運
動
〟の
あ
ゆ
み
●
宮
城
県
精
神
薄
弱
児
福
祉
協
会
●
一
九
六
二
・
一
〇
●〈
宮
城
県
公
文
書
館
〉─
─
170

優
生
手
術
実
施
に
と
も
な
う
通
知
書
の
送
付
に
つ
い
て
●
神
奈
川
県
優
生
保
護
審
査
会
●
一
九
六
二
・
一
〇
─
─
172

優
生
手
術
に
も
と
ず
く
家
系
調
査
等
の
依
頼
に
つ
い
て
●
神
奈
川
県
優
生
保
護
審
査
会
委
員
長
●
一
九
六
二
・
一
一
─
─
178

県
優
生
保
護
審
査
会
開
催
に
つ
い
て〈
37
優
審
第
53
号
〉●
神
奈
川
県
優
生
保
護
審
査
会
委
員
長
●
一
九
六
二
・
一
一
─
─
190

優
生
保
護
法
に
よ
る
優
生
手
術
に
つ
い
て〈
衛
発
第
１
０
７
６
号
の
２
〉●
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
長
●
一
九
六
二
・
一
二
●〈
北
海
道
〉─
─
191

優
生
手
術
実
施
に
と
も
な
う
通
知
書
の
送
付
に
つ
い
て
●
神
奈
川
県
優
生
保
護
審
査
会
委
員
長
●
一
九
六
二
・
一
二
─
─
193

優
生
手
術
に
も
と
ず
く
家
系
調
査
等
の
依
頼
に
つ
い
て
●
神
奈
川
県
優
生
保
護
審
査
会
委
員
長
●
一
九
六
三
・
一
─
─
198

優
生
手
術
の
実
施
に
つ
い
て
●〔
千
葉
県
〕予
防
課
長
●
一
九
六
三
・
二
●〈
千
葉
県
文
書
館
〉─
─
216

優
生
手
術
実
施
に
と
も
な
う
通
知
書
の
送
付
に
つ
い
て
●
神
奈
川
県
優
生
保
護
審
査
会
●
一
九
六
三
・
二
─
─
217

県
優
生
保
護
審
査
会
開
催
に
つ
い
て〈
38
優
審
第
４
号
〉●〔
神
奈
川
県
〕優
生
保
護
審
査
会
委
員
長
●
一
九
六
三
・
二
─
─
225

優
生
手
術
遺
伝
調
査
書
●
北
海
道
倶
知
安
保
健
所
●
一
九
六
三
・
八
●〈
北
海
道
〉─
─
226

優
生
手
術
該
当
者
に
対
す
る
勧
奨
依
頼
に
つ
い
て
●〔
千
葉
県
〕予
防
課
長
●
一
九
六
三
・
一
一
●〈
千
葉
県
文
書
館
〉─
─
227

家
族
計
画
新
婚
学
級
の
実
施
に
つ
い
て〈
児
発
第
405
号
〉●
厚
生
省
児
童
局
長
●
一
九
六
四
・
五
●〈
北
海
道
〉─
─
231

ら
い
予
防
法
の
改
正
に
つ
い
て
●
一
九
六
四
・
一
〇
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
232

強
制
優
生
手
術
遺
伝
歴
調
査
に
つ
い
て〈
40
静
保
予
第
117
号
の
２
〉●〔
北
海
道
〕静
内
保
健
所
長
●
一
九
六
五
・
八
●〈
北
海
道
〉─
─
237

強
制
優
生
手
術
遺
伝
歴
調
査
に
つ
い
て〈
函
保
予
〉●〔
北
海
道
〕市
立
函
館
保
健
所
●
一
九
六
五
・
一
〇
●〈
北
海
道
〉─
─
238

照
復
用
紙〔
遺
伝
歴
調
査
に
つ
い
て
〕●
北
海
道
衛
生
部
保
健
予
防
課
●
一
九
六
六
・
二
●〈
北
海
道
〉─
─
239

〔
報
告
〕●〔
北
海
道
〕保
健
予
防
課
●
一
九
六
六
・
二
●〈
北
海
道
〉─
─
240

優
生
保
護
法
に
つ
い
て
●
精
神
衛
生
課
●
一
九
六
七
・
三
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
241

昭
和
41
年
優
生
保
護
統
計
●
山
形
県
衛
生
部
●
一
九
六
七
・
四
●〈
山
形
県
〉─
─
248

優
生
保
護
法
改
正
経
過
概
要
●
精
神
衛
生
課
●
一
九
六
七
・
六
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
255



［
第
４
巻　

目
次
］

資
料
名
●
発
行
●
発
行
年
月
●〈
所
蔵
機
関
〉 ─
─
復
刻
版
ペ
ー
ジ

＊
資
料
名
、
発
行
所
、
発
行
年
月
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
内
容
か
ら
類
推
し
、〔　
　

〕で
補
充
し
た
。

不
幸
な
子
ど
も
の
生
ま
れ
な
い
施
策
通
ち
ょ
う
集（
第
１
輯
改
訂
版
）●
兵
庫
県
●
一
九
六
七
・
七
●〈
兵
庫
県
立
図
書
館
〉─
─
1

不
幸
な
子
ど
も
の
生
ま
れ
な
い
施
策
通
ち
ょ
う
集（
第
２
輯
）●
兵
庫
県
衛
生
部
●
一
九
六
七
・
三
●〈
兵
庫
県
立
図
書
館
〉─
─
160

あ
な
た
の
た
め
に
●
兵
庫
県
衛
生
部
不
幸
な
子
ど
も
の
生
ま
れ
な
い
対
策
室
●〈
リ
ブ
新
宿
セ
ン
タ
ー
資
料
保
存
会
〉─
─
314

優
生
保
護
審
査
会
議
事
録
●
奈
良
県
優
生
保
護
審
査
会
●
一
九
六
八
・
三
●〈
奈
良
県
〉─
─
320



［
第
５
巻　

目
次
］

資
料
名
●
発
行
●
発
行
年
月
●〈
所
蔵
機
関
〉 ─
─
復
刻
版
ペ
ー
ジ

＊
資
料
名
、
発
行
所
、
発
行
年
月
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
内
容
か
ら
類
推
し
、〔　
　

〕で
補
充
し
た
。

不
幸
な
子
ど
も
の
生
ま
れ
な
い
施
策
２
ヵ
年
間
の
歩
み
●
兵
庫
県
●
一
九
六
八・八
●〈
兵
庫
県
立
図
書
館
〉─
─
1

不
幸
な
子
ど
も
の
生
ま
れ
な
い
施
策
３
ヵ
年
間
の
成
果
●
兵
庫
県
●
一
九
六
九・六
●〈
兵
庫
県
立
図
書
館
〉─
─
72

山
口
県
優
生
保
護
審
査
会
議
事
録
●
一
九
六
九・一
二
●〈
山
口
県
〉─
─
99

健
康
な
赤
ち
ゃ
ん
づ
く
り
施
策 
不
幸
な
子
ど
も
の
生
ま
れ
な
い
た
め
に
出
産
環
境
調
査
●
福
井
県
厚
生
部
●
一
九
六
九・一
二
●〈
福
井
県
立
図
書
館
〉─
─
104

不
幸
な
子
ど
も
の
生
ま
れ
な
い
施
策
●
北
海
道
滝
川
保
健
所
●〔
一
九
六
九
〕●〈
北
海
道
立
文
書
館
〉─
─
115

優
生
保
護
法
改
正
問
題
に
つ
い
て
●
公
衆
衛
生
局
精
神
衛
生
課
●
一
九
七
〇・三
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
122

優
生
保
護
審
査
会
議
事
録
●
山
口
県
優
生
保
護
審
査
会
●
一
九
七
〇・三
●〈
山
口
県
〉─
─
127

昭
和
45
年
度
優
生
保
護
事
業
実
施
計
画（
案
）●〔
奈
良
県
〕●〔
一
九
七
〇
〕●〈
奈
良
県
〉─
─
132

山
口
県
優
生
保
護
審
査
会
議
事
録
●
一
九
七
〇・六
●〈
山
口
県
〉─
─
133

神
奈
川
県
優
生
保
護
審
査
会〔
昭
和
45
年
度
第
１
回
〕の
開
催
通
知
●
神
奈
川
県
優
生
保
護
審
査
会
委
員
長
●
一
九
七
〇・六
●〈
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
〉─
─
139

優
生
保
護
対
策
に
つ
い
て
●
日
本
医
師
会
●
一
九
七
〇・八
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
151

優
生
保
護
対
策
の
詳
論
●
日
本
医
師
会
優
生
保
護
対
策
委
員
会
●
一
九
七
〇・八
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
156

神
奈
川
県
優
生
保
護
審
査
会〔
昭
和
45
年
度
第
２
回
〕の
開
催
通
知
●
神
奈
川
県
優
生
保
護
審
査
会
委
員
長
●
一
九
七
〇・一
〇
●〈
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
〉─
─
164

山
口
県
優
生
保
護
審
査
会
議
事
録
●
一
九
七
〇・一
一
●〈
山
口
県
〉─
─
188

優
生
手
術
の
審
査
に
つ
い
て
●〔
滋
賀
県
〕●
一
九
七
一・二
●〈
滋
賀
県
〉─
─
192

健
康
な
赤
ち
ゃ
ん
づ
く
り
施
策 

不
幸
な
子
ど
も
の
生
ま
れ
な
い
た
め
に
先
天
性
異
常
児
・
先
天
性
心
臓
疾
患
児
出
産
実
態
調
査
結
果
●
福
井
県
厚
生
部
●
一
九
七
一・四
●〈
福
井
県
立
図
書
館
〉─
─
200

不
幸
な
子
ど
も
の
生
ま
れ
な
い
施
策
５
か
年
の
あ
ゆ
み
●
兵
庫
県
●
一
九
七
一・一
〇
●〈
兵
庫
県
立
図
書
館
〉─
─
215

山
口
県
優
生
保
護
審
査
会
議
事
録
●
一
九
七
二・七
●〈
山
口
県
〉─
─
239

山
口
県
優
生
保
護
審
査
会
議
事
録
●
一
九
七
二・一
二
●〈
山
口
県
〉─
─
244

優
生
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
想
定
問
答
●
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
●〔
一
九
七
三
〕●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
250

幸
福
へ
の
科
学
●
不
幸
な
子
ど
も
の
生
ま
れ
な
い
対
策
室
／
の
じ
ぎ
く
文
庫
●
一
九
七
三・八
●〈
神
戸
市
立
中
央
図
書
館
〉─
─
284

山
口
県
優
生
保
護
審
査
会
議
事
録
●
一
九
七
三・一
二
●〈
山
口
県
〉─
─
320



山
口
県
優
生
保
護
審
査
会
議
事
録
●
一
九
七
四・一
一
●〈
山
口
県
〉─
─
323

山
口
県
優
生
保
護
審
査
会
議
事
録
●
一
九
七
五・一
一
●〈
山
口
県
〉─
─
327

優
生
手
術
及
び
人
工
妊
娠
中
絶
の
報
告
に
つ
い
て（
通
知
）〈
衛
精
第
34
号
〉●
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
精
神
衛
生
課
長
●
一
九
七
六・一
二
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
333

山
口
県
優
生
保
護
審
査
会
議
事
録
●
一
九
七
七・二
●〈
山
口
県
〉─
─
334

山
口
県
優
生
保
護
審
査
会
議
事
録
●
一
九
七
八・二
●〈
山
口
県
〉─
─
341

優
生
手
術
費
交
付
金
の
国
庫
負
担
に
つ
い
て〈
厚
生
省
発
衛
第
七
五
号
〉●
厚
生
事
務
次
官
●
一
九
七
八・四
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
349

三
重
県
優
生
保
護
審
査
会
の
開
催
に
つ
い
て
●
保
健
衛
生
部
保
健
指
導
課
●
一
九
七
八・一
〇
●〈
三
重
県
〉─
─
352

鳥
取
県
優
生
保
護
審
査
会
●
一
九
七
八・一
二
●〈
鳥
取
県
〉─
─
358



［
第
６
巻　

目
次
］

資
料
名
●
発
行
●
発
行
年
月
●〈
所
蔵
機
関
〉 ─
─
復
刻
版
ペ
ー
ジ

＊
資
料
名
、
発
行
所
、
発
行
年
月
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
内
容
か
ら
類
推
し
、〔　
　

〕で
補
充
し
た
。

山
口
県
優
生
保
護
審
査
会
議
事
録
●
一
九
七
九・三
●〈
山
口
県
〉─
─
1

優
生
保
護
法
に
よ
る
優
生
手
術
の
適
否
の
決
定
及
び
優
生
手
術
実
施
医
師
の
指
定
に
つ
い
て
●〔
三
重
県
〕保
健
指
導
課
母
子
保
健
係
●
一
九
七
九・六
●〈
三
重
県
〉─
─
12

昭
和
55
年
度
優
生
保
護
審
査
会
議
事
●
福
岡
県
衛
生
部
予
防
課
●
一
九
八
〇
●〈
福
岡
県
立
公
文
書
館
〉─
─
15

優
生
保
護
法
に
関
す
る
質
疑
応
答
集
●
日
本
母
性
保
護
医
協
会
●
一
九
八
〇・六
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
49

昭
和
56
年
度
優
生
保
護
審
査
会
議
事
●
福
岡
県
衛
生
部
予
防
課
●
一
九
八
一
●〈
福
岡
県
立
公
文
書
館
〉─
─
63

〔
中
央
優
生
保
護
審
査
会
と
公
衆
衛
生
審
議
会
の
統
合
に
係
る
想
定
〕●
一
九
八
一
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
78

山
口
県
優
生
保
護
審
査
会
議
事
録
●
一
九
八
二・三
●〈
山
口
県
〉─
─
79

「
不
良
な
子
孫
」の
定
義
に
つ
い
て
●
一
九
八
三・二
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
86

優
生
保
護
法
の
取
扱
い
に
つ
い
て
●
自
由
民
主
党
政
務
調
査
会
社
会
部
会
優
生
保
護
法
等
検
討
小
委
員
会
●
一
九
八
三・五
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
87

青
森
県
優
生
保
護
審
査
会
の
結
果
決
定
通
知
に
つ
い
て〈
Ｄ
35
－
４
〉●
一
九
八
四・一
〇
●〈
青
森
県
〉─
─
88

山
口
県
優
生
保
護
審
査
会
議
事
録
●
一
九
八
五・二
●〈
山
口
県
〉─
─
95

優
生
手
術
の
適
否
決
定
通
知
に
つ
い
て〈
公
衛
１
０
９
１
〉●〔
岡
山
県
〕公
衆
衛
生
課
長
●
一
九
八
五・三
●〈
岡
山
県
〉─
─
98

青
森
県
優
生
保
護
審
査
会
の
結
果
決
定
通
知
に
つ
い
て〈
Ｄ
35
－
２
〉●
一
九
八
五・四
●〈
青
森
県
〉─
─
99

優
生
保
護
法
の
改
正
に
つ
い
て（
清
水
案
）●
一
九
八
六・一
〇
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
129

青
森
県
優
生
保
護
審
査
会
の
審
査
結
果
に
つ
い
て〈
Ｄ
35
－
４
〉●
一
九
八
六・一
二
●〈
青
森
県
〉─
─
133

山
口
県
優
生
保
護
審
査
会
議
事
録
●
一
九
八
七・二
●〈
山
口
県
〉─
─
141

山
口
県
優
生
保
護
審
査
会
議
事
録
●
一
九
八
八・二
●〈
山
口
県
〉─
─
146

昭
和
62
年
度
青
森
県
優
生
保
護
審
査
会
の
審
査
結
果
に
つ
い
て〈
Ｄ
35
－
２
〉●
一
九
八
八・二
●〈
青
森
県
〉─
─
148

優
生
保
護
法
の
改
正
に
つ
い
て
●
母
子
衛
生
課
●
一
九
八
八・八
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
158

優
生
保
護
法
を
め
ぐ
る
問
題
点
●
母
子
衛
生
課
●
一
九
八
八・八
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
159

優
生
保
護
法
の
構
成
●
一
九
八
八・八
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
161

優
生
保
護
法
改
正
問
題
に
つ
い
て（
試
論
）●
母
子
衛
生
課
●
一
九
八
八・九
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
162



昭
和
63
年
度
青
森
県
優
生
保
護
審
査
会
の
審
査
結
果
に
つ
い
て〈
Ｄ
35
－
２
〉●
一
九
八
九・三
●〈
青
森
県
〉─
─
168

優
生
保
護
法
に
つ
い
て
●
一
九
八
九・四
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
176

〔
日
本
精
神
神
経
学
会
に
よ
る
質
問
書
の
件
〕●
社
団
法
人
日
本
精
神
神
経
学
会
●
一
九
九
〇・七
●〈
青
森
県
〉─
─
184

平
成
５
年
度
優
生
保
護
法
指
定
医
師
研
修
会
資
料
●
厚
生
省
●
一
九
九
三
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
193

優
生
手
術
及
び
人
工
妊
娠
中
絶
の
実
施
に
係
る
報
告
に
つ
い
て（
通
知
）〈
健
医
精
発
第
61
号
〉●
保
健
医
療
局
精
神
保
健
課
長
●
一
九
九
三・一
二
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
216

優
生
保
護
統
計
報
告
作
成
要
領
平
成
６
年
改
正
●
厚
生
省
大
臣
官
房
統
計
情
報
部
●
一
九
九
四
●〈
北
海
道
〉─
─
217

優
生
保
護
法
の
概
要
●〔
北
海
道
〕●〔
一
九
九
五
〕●〈
北
海
道
〉─
─
223

〔
日
本
母
性
保
護
産
婦
人
科
医
会
に
対
す
る
〕答
申
●
優
生
保
護
法
検
討
委
員
会
●
一
九
九
五・二
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
225

優
生
保
護
法
の
改
正
問
題
に
つ
い
て
●〔
一
九
九
五・八
〕●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
230

優
生
保
護
法
の
改
正
問
題
へ
の
対
応
に
つ
い
て
●〔
一
九
九
五・一
〇
〕●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
235

優
生
保
護
法
を
改
正
す
る
と
し
た
場
合
の
想
定
し
う
る
改
正
案
及
び
そ
の
論
点
●〔
一
九
九
五・一
〇
〕●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
236

優
生
保
護
法
を
改
正
す
る
と
し
た
場
合
に
生
じ
る
論
点
●〔
一
九
九
五・一
〇
〕●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
237

改
正
に
盛
り
込
ま
な
い
事
項
に
つ
い
て
の
考
え
方
●〔
一
九
九
五
〕●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
238

優マ

マ性
保
護
法
改
正
と「
母
性
」の
用
語
に
つ
い
て
●〔
一
九
九
五
〕●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
239

優
生
保
護
法
に
つ
い
て
の
様
々
な
意
見
●〔
一
九
九
五
〕●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
240

〔
優
生
保
護
法
改
正
に
係
る
想
定
問
答
〕●〔
一
九
九
五
〕●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
241

本
人
の
同
意
に
よ
る
優
生
手
術
の
選
択
肢
の
比
較
●〔
一
九
九
五
〕●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
243

優
生
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
法
律
の
題
名
に
つ
い
て
●〔
一
九
九
五
〕●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
244

見
直
し
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
●〔
一
九
九
五
〕●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
245

平
成
８
年
度
家
族
計
画
・
母
体
保
護
法
指
導
者
講
習
会
資
料
●
厚
生
省
児
童
家
庭
局
母
子
保
健
課
●
一
九
九
六
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
246

優
生
保
護
法
の
改
正
経
過
比
較
表
●〔
一
九
九
六
〕●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
279

平
成
８
年
度
優
生
保
護
審
査
会
議
事
録
●
福
岡
県
衛
生
部
予
防
課
●
一
九
九
六
●〈
福
岡
県
立
公
文
書
館
〉─
─
284

〔
大
臣
レ
ク
用
想
定
問
答
〕●〔
一
九
九
六・一
〕●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
285

ら
い
予
防
法
の
廃
止
に
関
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
●
衆
本
会
議
厚
生
委
員
会
／
保
健
医
療
局
●〔
一
九
九
六・三
〕●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
286

母
体
保
護
法
の
施
行
に
つ
い
て〈
厚
生
省
発
児
第
122
号
〉●
厚
生
事
務
次
官
●
一
九
九
六・九
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
305

優
生
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
つ
い
て（
依
命
通
知
）〈
厚
生
省
発
児
第
123
号
〉●
厚
生
事
務
次
官
●
一
九
九
六・九
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
306



優
生
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
つ
い
て〈
児
発
第
826
号
〉●
児
童
家
庭
局
長
●
一
九
九
六・九
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
308

母
体
保
護
法
第
25
条
の
届
出
及
び
統
計
の
実
施
に
つ
い
て〈
統
発
第
293
号
・
児
発
第
829
号
〉●
統
計
情
報
部
長
・
児
童
家
庭
局
長
●
一
九
九
六・九
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
309

生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
と
母
体
保
護
法
と
の
関
係
に
つ
い
て〈
社
援
保
第
186
号
・
児
発
第
830
号
〉●
厚
生
省
社
会
・
援
護
局
長
／
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
●
一
九
九
六・九
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
310

優
生
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
つ
い
て〈
児
発
第
832
号
〉●
児
童
家
庭
局
長
●
一
九
九
六・九
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
311

優
生
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
つ
い
て〈
児
発
第
833
号
〉●
児
童
家
庭
局
長
●
一
九
九
六・九
●〈
厚
生
労
働
省
〉─
─
312

「
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
強
制
優
生
手
術
の
実
施
及
び
こ
れ
に
伴
う
費
用
の
支
払
等
に
関
す
る
契
約
」の
解
約
に
つ
い
て（
通
知
）〈
保
健
第
914
号
〉

　
●
北
海
道
知
事
●
一
九
九
六・九
●〈
北
海
道
〉─
─
313

付
録国

家
賠
償
請
求
事
件 

判
決
骨
子
●
二
〇
一
九・五
─
─
317

国
家
賠
償
請
求
事
件 

判
決
主
文
●
二
〇
一
九・五
─
─
318

国
家
賠
償
請
求
事
件 

判
決
要
旨
●
二
〇
一
九・五
─
─
334
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